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業務項目 業務内容 
役割分担（○：担当） 

西脇市 開発事業者 

事前調査 

法規制等調査、関係機関との下協議及び 
調整 ※R5 年度実施済 

○ ― 

埋蔵⽂化財 試掘調査 ※R5 年度実施済 ○ ― 
ミニアセス ※R6 年度実施中 ○ ― 
地籍調査 ※R6 年度から実施中 ○ ― 

地区計画 地区計画策定・都市計画決定 
※R6 年 12 ⽉決定告⽰予定 

○ ― 

用地買収 

権利調査 ― ○ 
⽤地測量（分筆含む） ― ○ 
⽤地交渉 ― ○ 
⼟地（・建物）売買契約、代⾦⽀払い ― ○ 
所有権移転登記等 ― ○ 
取得⽤地の管理（雑草対策等） ― ○ 

計 画 策 定 及

び設計、開発

行 為 許 可 等

申請 

現地測量（地形測量） ― ○ 
基本計画（整備計画）作成 ― ○ 
地質調査 ― ○ 
開発区域等⾯積計算 ― ○ 

基本設計及び関係機関協議 （○） 
関係機関協議の⽀援 ○ 

地元⾃治会等説明 
（○） 

地元⾃治会・地権者等
との協議調整及び 

説明会等開催の⽀援 
○ 

関係権利者等同意書取得 ― ○ 
開発⾏為許可等申請⼿続き ― ○ 

造成工事 

実施設計及び関係機関協議 （○） 
関係機関協議の⽀援 ○ 

埋蔵⽂化財 本発掘調査 ― ○ 

地元⾃治会等説明 
（○） 

地元⾃治会・地権者等
との協議調整及び 

説明会等開催の⽀援 
○ 

⼯事関連法令⼿続き ― ○ 
⼯事（公共施設、宅地） ― ○ 
確定測量 ― ○ 
⼯事完了届提出、完了検査 ― ○ 
公共施設帰属⼿続き、登記 ― ○ 

企 業 誘 致 及

び宅地分譲 

企業誘致 （○） 
企業誘致活動の⽀援 ○ 

⼟地売買契約 ― ○ 
所有権移転登記 ― ○ 

※各業務の実施に当たり⽣じる付帯業務を含む。 

西脇市と開発事業者の役割分担表 資料８ 
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西脇市における事前調査協議内容一覧表 

   

区分 
法
令 

規制対象区域 備考 

都市計画 

（調整中） 

都
市
計
画
法 

市街化調整区域 

市街化調整区域であるため、産業

用地としての土地利用を進めるに当

たり、高松地区地区計画決定（令和

６年 12 月都市計画決定告示予定）に

より対応します。 

農業振興地域・ 

農用地区域 

（事前確認済み） 

農
地
法 

－ 

当地区の一部が農業振興地域です

が、当地区内に農地がない旨を確認

しました。 

森林保全に 

関する規制 

（事前調整済み） 

森
林
法 

地域森林計画 

対象民有林 

当地区の一部が地域森林計画対象

民有林に指定されているため、１ha

を超える森林の開発をしようとする

際には、知事の許可が必要な旨を確

認しました。 

兵庫県立 

自然公園条例 

自然公園保護 

に関する規制 

（事前調整済み） 

自
然
公
園
法 

普通地域 

※清水東条湖 

立杭県立 

自然公園 

 

当地区に普通地域を含んでいるた

め、兵庫県北播磨県民局県民躍動室

環境課協議・指導の下、ミニアセス

を実施しており、影響がない旨を報

告する予定です（委託業者：公益財

団法人ひょうご環境創造協会）。 

文化財保護 

に関する規制 

（事前調整済み） 

文
化
財
保
護
法 

埋蔵文化財包蔵地 

当地区に埋蔵文化財包蔵地を含ん

でいるため、確認調査及び試堀調査

（約３万㎡、97 箇所）済み。一部（法

面 10ｍ×20ｍ）において、発掘調査

が必要である旨を確認しました。 

災害の危険がある区域 

（事前確認済み） 

 当地区に含まみません。なお、当

地区の一部に山腹崩壊危険区域を含

みますが、法令に基づき指定された

区域ではなく、当該区域内での開発

行為等に対する規制がない旨を確認

しました。 

地籍調査 

（実施中） 

 令和６年度から当地区内の地籍調

査を実施しています（担当：西脇市

用地地籍課）。 
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１ 全体 

周辺の豊かな自然環境や景観との調和・融合に配慮しつつ、地域の活力維持

と雇用確保に向けた地域の魅力を発信する良好な産業街区の整備を行ってくだ

さい。 

 

２ 良好な産業街区の整備に関する事項 

⑴ 高松地区地区計画を遵守してください。 

⑵ 騒音規制法、振動規制法その他環境関連法令の遵守は当然として、造成工

事等において周辺環境の保全に最大限に努めてください。 

 

３ 用地買収に関する事項 

用地買収に当たり、開発事業者は各地権者と公平な交渉を行ってください。 

 

４ 公共施設等整備・管理に関する事項 

⑴ 整備について 

ア 公共施設の整備に当たっては、関係行政機関と十分に協議した上で、機

能・規格を決定してください。 

イ 公園又は緑地、広場には、西脇市の生態系に配慮した緑化に努め、特に

「兵庫県の生物多様性に悪影響を及ぼす外来生物リスト（ブラックリス

ト）」に留意してください。 

⑵ 管理について 

公共施設は都市計画法第32条の協議により定めた管理者に属するものとし

ます。 

 

５ インフラ整備に関する事項 

地区内の電力インフラ整備については、関西電力送配電株式会社と個別に協

議する必要があります。 

 
６ 造成工事に関する事項 

⑴ 造成工事期間中、地区内及び周辺において、歩行者や通行車両の安全対策

を講じるとともに、騒音、振動、粉塵、異臭、水質汚濁等の発生抑制に必要

な措置を講じてください。万が一、造成工事に伴う災害又は公害が発生した

場合は、開発事業者の責任において遅滞なく必要な措置を講じるとともに、

西脇市、推進委員会及び関係行政機関に報告し、西脇市及び関係行政機関の

指示に従ってください。 

  

西脇市高松地区産業街区整備事業に関する留意事項 資料９ 
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⑵ 地域住民等に対して工事の内容等の説明及び周知を十分に行ってください。

地域住民等から開発事業者に対して工事等に関する問合せや苦情があった場

合には、誠意をもって対応するとともに、西脇市及び推進委員会に報告の上、

開発事業者の責任において解決に当たってください。 

 

７ その他 

⑴ 開発事業者は、工事進捗その他必要な情報を一元に管理し、定期的に西脇

市に報告し、適切な進捗管理を行うものとします。また、疑義等が生じた場

合は速やかに西脇市と協議してください。 

⑵ 地域経済活性化の観点から、開発事業者は事業の実施に当たり、できる限

り西脇市内に本社を有する事業者の活用に努めてください。 

 

８ 遵守すべき主な関係法令（順不同） 

遵守すべき主な関係法令を以下に記載します。各法令の解釈については、当

該法令を所管する関係行政機関に照会してください。 

 

≪法律・法令≫ 

⑴ 都市計画法（昭和43年法律第 100号） 

⑵ 森林法（昭和26年法律第 249号） 

⑶ 文化財保護法（昭和25年法律第 214号） 

⑷ 道路法（昭和27年法律第 180号） 

⑸ 道路構造令（昭和45年政令第 320号） 

⑹ 水道法（昭和32年法律第 177号） 

⑺ 下水道法（昭和33年法律第79号） 

⑻ 消防法（昭和23年法律第 186号） 

⑼ 土壌汚染対策法（平成14年法律第53号） 

⑽ 騒音規制法（昭和43年法律第98号） 

⑾ 振動規制法（昭和51年法律第64号） 

⑿ 建築基準法（昭和25年法律第 201号） 

⒀ 工場立地法（昭和34年法律第24号） 

⒁ 危険物の規制に関する政令（昭和34年政令第 306号） 

⒂ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18年法律第

91号） 

⒃ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第 137号） 

⒄ 建設工事に係る資材の再資源化に関する法律（平成12年法律第 104号） 

⒅ 建設業法（昭和24年法律第 100号） 

⒆ 宅地建物取引業法（昭和27年法律第 176号） 
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≪兵庫県条例≫ 

⑴ 環境の保全と創造に関する条例（平成７年兵庫県条例第28号） 

⑵ 総合治水条例（平成24年兵庫県条例第20号） 

⑶ 産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例（平成15年兵庫県条例第

23号） 

⑷ 景観の形成等に関する条例（昭和60年兵庫県条例第17号） 

⑸ 福祉のまちづくり条例（平成４年兵庫県条例第37号） 

⑹ 工業立地の適正化に関する条例（昭和46年兵庫県条例第64号） 

 

≪その他≫ 

産業街区整備事業に関する法令等 
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